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令和６年８月１６日（金 ） 南河内環境事業組合議会第２回定例会を南河内

環境事業組 合会議室に招 集 さ れた。  

  出席者は、次のとお り で ある。  

    １  番  議  員      本  博  之   

    ２  番  議  員    桂      聖   

    ３  番  議  員    奥  井  良  一   

    ４  番  議  員    駄場 中  大  介  

    ６  番  議  員    西  野  滋  胤   

    ７  番  議  員    花  田  全  史  

    ８  番  議  員    酒  本  千  紘  

    ９  番  議  員    寺  内  裕  介   

   １０  番  議  員    堀  辺  まゆみ  

   １１  番  議  員    南  齋  哲  平   

   １２  番  議  員    今  城  克  久  

   １３  番  議  員    福  田  太  郎   

   １４  番  議  員    藤  浦    稔   

   

  説明のための出席者 は 、 次のとおりである。  

   管 理 者   富 田 林 市 長     村  善  美  

   副 管 理 者   河 内 長 野 市 長   西  野  修  平  

   副 管 理 者   大 阪 狭 山 市 長   古  川  照  人  

   副 管 理 者   河 南 町 長   森  田  昌  吾  

   副 管 理 者   太 子 町 長   田  中  祐  二  

   副 管 理 者   千 早 赤 阪 村 長   菊  井  佳  宏  

   副管理者副市長   富 田 林 市 副 市 長   谷  口  勝  久  

   監 査 委 員             北  井  末  廣  
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   事 務 局   事 務 局 長   西  尾  順  治  

   事 務 局   総 務 企 画 課 長         彰  

     （ 会 計 管 理 者 ） 

   書 記   事務局理事兼資源再生ｾﾝﾀｰ所長   浅  川    浩  

 

議事日程は次のとおりで あ る。  

 日程第１  会議録署名議員の 指名について  

日程第２  会期の決定について  

日程第３  報告第２号  

副管理者の異動について  

日程第４  報告第３号  

組合議会議員の異動について  

日程第５  報告第４号  

令和５年度南河内環境事業組合一般会計予算継続費繰越  

計算の報告について  

日程第６  承認第３号  

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定についての専決処分につき承認を求め

ることについて  

日程第７  議案第４号  

令和６年度南河内環境事業組合一般会計補正予算（第１号）  

日程第８  監査報告第２号  

例月出納検査結果の結果報告について  

（令和５年度  １月・２月・３月・４月・５月分）  

（令和６年度  ４月・５月・６月分）  

日程第９  認定第１号  

令和５年度南河内環境事業組合一般会計歳入歳出決算に  

ついて  
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（開会  午後３時１０分）  

 

議長（駄場中大介）  

本日は、定例会を招集さ れ ましたところ、議員のみなさまにはご多用のと

ころ、ご出 席をいただき ま し て、ありがとうございます。  

はじめに、河内長野市選 出 議員が公職選挙法第９０条の規定により、自動

失職となっ たことに伴い 、 本 議会議員に欠員 1 名が生じましたことをお知ら

せいたしま す。  

本日の出席議員は１３名 で す。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら、令和６ 年第２回南河 内 環 境事業組合議会定例会を開会いたします。  

それでは、議事に入りま す 前に管理者よりご挨拶をいただきます。  

 村管理者。  

 

管理者（  村善 美 ）  

それでは、開会にあたり ま して、一言ご挨拶を申し上げます。  

はじめに、宮崎県・日向 灘 を震源とする地震で被災されたみなさまには心

からお見舞 いを申し上げ ま す 。  

この地震によります南海 ト ラフ大地震の危機が非常に高まっているという

ことでござ いますので、 ご み 処理が滞らないように理事者及び職員一同、一

層気を引き 締めて、災害 に 対 しての備えを徹底してまいりたいと考えており

ます。  

さて本日、令和６年第２ 回 南河内環境事業組合議会定例会を招集させてい

ただきまし たところ、議 員 の みなさま方には、何かとご多用にかかわりませ

ず、ご出席 を賜りまして 、 誠 にありがとうございます。  

それでは、今議会にご提 案 申し上げます案件でございますが、人事案件の

異動報告が ２件、令和５ 年 度 一般会計予算継続費繰越計算の報告が１件、条

例の一部改 正が１件、補 正 予 算が１件、例月出納検査の結果報告が１件、令
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和５年度一 般会計の決算 認 定 が１件の計７件でございます。  

各案件につきましては、 の ちほどそれぞれ提案説明を申し上げますので、  

よろしくご 審議いただき ま し て、原案どおりご賛同賜りますよう、お願いを

申し上げま して、開会の ご 挨 拶とさせていただきます。  

どうぞよろしくお願いい た します。  

 

議長（駄場中大介）  

ありがとうございました 。  

ここで、議会運営委員長 の 報告を求めます。  

南齋委員長。  

 

議会運営委員長（南齋哲 平 ）  

先ほど開催されました議 会 運営委員会におきまして、第２回定例会に付議

される案件 について了承 さ れ ましたので、ご報告を申し上げます。  

まず、会議録署名議員の 指 名、会期の決定に続きまして、日程第３報告第

２号から日 程第９認定第 １ 号 までの７件でございます。  

以上で報告を終わらせて い ただきます。  

 

議長（駄場中大介）  

これをもって、議会運営 委 員長の報告を終結いたします。  

それでは、議事に入りま す 。  

日程第１、会議録署名議 員 の指名についてでありますが、本件は、会議規

則第８１条 の規定により 、 議 長において指名いたします。１０番議席の堀辺

まゆみ議員 、１１番議席 の 南 齋哲平議員の両議員にお願いいたします。  

続きまして、日程第２、 会 期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。会期 は 、本日１日とすることに、ご異議ございません

か。  
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（「異議なし」の声あり 。 ）  

 

ご異議なしと認めます。 よ って会期は、本日１日と決定いたしました。  

次に、日程第３、報告第 ２ 号、副管理者の異動についてを議題といたしま

す。報告を 求めます。  

 村管理者。  

 

管理者（  村善 美 ）  

ただいま上程されました 報 告第２号、副管理者の異動につきまして、内容

のご説明を 申し上げます 。  

議案書１頁をお願いいた し ます。  

まず、本組合の副管理者 で あります河内長野市長の異動でございますが、

島田智明前 市長の任期満 了 に 伴う同市長選挙の結果、西野修平氏が本年８月

３日付にて 市長にご就任 さ れ ましたので、組合規約第１０条第３項の規定に

基づき、同 日付で組合副 管 理 者にご就任されたものでございます。  

次に、本組合副管理者で あ ります河南町長、森田昌吾氏におかれましては、

任期満了に 伴う同町長選 挙 の 結果、本年３月２９日に河南町長に引き続きご

就任されま したので、組 合 規 約第１０条第３項の規定に基づき、同日付で組

合副管理者 にも引き続き ご 就 任されたものでございます。  

また、本組合副管理者で あ ります太子町長、田中祐二氏におかれましては、

任期満了に 伴う同町長選 挙 の 結果、本年４月１８日に太子町長に引き続きご

就任されま したので、組 合 規 約第１０条第３項の規定に基づき、同日付で組

合副管理者 にも引き続き ご 就 任されたものでございます。  

議案書２頁をお願いしま す 。  

最後に、本組合の副管理 者 であります千早赤阪村長の異動でございますが、   

南本斎前村 長の任期満了 に 伴 う同村長選挙の結果、菊井佳宏氏が本年７月１

６日付にて 村長にご就任 を さ れましたので、組合規約第１０条第３項の規定

により、同 日付で組合副 管 理 者にご就任されたものでございます。  
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それぞれのご住所、生年 月 日は、議案書に記載のとおりでございます。  

なお、島田前副管理者、 南 本前副管理者には、これまでのご労苦に深謝い

たしますと ともに、西野 副 管 理者、森田副管理者、田中副管理者、菊井副管

理者には、 今後のご活躍 を お 願い申し上げ、ここに異動のありましたことを

ご報告申し 上げます。  

 

議長（駄場中大介）  

ただいまの副管理者の異 動 につきましては、組合規約第１０条第３項の規

定によるも のでございま す 。  

次に、日程第４、報告第 ３ 号、組合議会議員の異動についてを議題といた

します。報 告を求めます 。  

 村管理者。  

 

管理者（  村善 美 ）  

ただいま上程されました 報 告第３号、組合議会議員の異動につきまして、

内容のご説 明を申し上げ ま す 。  

議案書３頁をお願いいた し ます。  

まず、富田林市選出議員 の 異動でございます。  

本年５月１６日の市議会 臨 時会におきまして、新たに寺内裕介議員がご就

任されてお ります。  

次に、河内長野市選出議 員 の異動でございます。本年６月２７日の市議会

定例会にお きまして、桂 聖 議 員が新たにご就任されております。  

次に、議案書４頁をお願 い いたします。  

大阪狭山市選出議員の異 動 でございます。本年５月１５日の市議会定例会

５月開会議 会におきまし て 、 西野滋胤議員が新たにご就任されております。  

次に、太子町選出議員の 異 動でございます。本年６月３日の町議会定例会

におきまし て、  本博之議員が新たにご就任されております。  

それぞれのご住所、生年 月 日は、議案書に記載のとおりでございます。  
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旧議員には、これまでの ご 労苦に深謝いたしますとともに、新たにご就任

されました 方々におかれ ま し ては、今後のご活躍をお願い申し上げまして、

ここに異動 のありました こ と を、ご報告申し上げます。  

 

議長（駄場中大介）  

今回、新たに選出されま し た議員の議席は、会議規則第４条の規定に基づ

き、私のほ うで決めさせ て い ただきます。１番議席に  本博之議員、２番議

席に桂聖議 員、６番議席 に 西 野滋胤議員、９番議席に寺内裕介議員、以上の

とおりとい たします。  

次に、日程第５、報告第 ４ 号、令和５年度南河内環境事業組合一般会計予

算継続費繰 越計算の報告 に つ いてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めま す 。  

西尾局長。  

 

局長（西尾順治）  

ただいま上程されました 報 告第４号、令和５年度南河内環境事業組合一般

会計予算継 続費繰越計算 の 報 告につきましてご説明を申し上げます。  

議案書５頁をお願いいた し ます。  

本件につきましては、地 方 自治法施行令第１４５条第１項の規定によりま

してご報告 申し上げるも の で ございます。  

６頁をお願いいたします 。  

いずれも令和５年度の事 業 費確定により逓次繰越させていただいたもので、

初めに款３ ．衛生費、項 １ ． ごみ処理費、事業名、クレーン電気設備更新事

業につきま しては、繰越 額 は ５，８８０万６，０００円で、財源は地方債及

び基金繰入 金でございま す 。  

次に、款３．衛生費、項 １ ．ごみ処理費、事業名、第１清掃工場基幹的設

備改良事業 につきまして は 、 繰越額は３０億３，８５０万８，０００円で、

財源は国庫 支出金、地方 債 及 び基金繰入金でございます。  
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以上でご説明とさせてい た だきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

議長（駄場中大介）  

これより本件についての ご 質問、ご意見を承ります。ございませんか。  

 

（質問等なし。）  

 

それでは報告第４号を終 結 いたします。  

続きまして、日程第６、 承 認第３号、地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う 関係条例の整 備 に 関する条例の制定についての専決処分につき承

認を求める ことについて を 議 題といたします。  

提案理由の説明を求めま す 。  

西尾局長。  

 

局長（西尾順治）  

議案書８頁をお願いいた し ます。  

ただいま上程されました 承 認第３号、地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う 関係条例の整 備 に 関する条例の制定についての専決処分につき承

認を求める ことについて 、 提 案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。  

まず、提案の理由でござ い ますが、地方自治法の一部を改正する法律が令

和５年５月 ８日に公布、 令 和 ６年４月１日からの施行に伴い、管理市の富田

林市におか れましては、 令 和 ６年第１回市議会定例会におきまして関係条例

の整備に関 する条例を可 決 さ れましたので、本組合も同様の取扱いをいたし

たく、地方 自治法第１７ ９ 条 第１項の規定によりまして、令和６年３月２９

日付専決処 分させていた だ き ましたので、承認を求めるものでございます。  

次に、その内容でござい ま すが、議案書９頁をお願いいたします。  

第１条は、南河内環境事 業 組合職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づ

く債務の免 除に関する条 例 の 一部改正で、賠償責任に基づく債務の免除につ
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いて、法第 ２４３条の２ を 引 用している箇所を法第２４３条の２の７に改め

るものでご ざいます。  

第２条は、南河内環境事 業 組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正

で、育児休 業をしている 会 計 年度任用職員に対する処遇が正規職員に準ずる

ものとなる ように改める も の でございます。  

第３条は、単純労務職員 の 給与の種類及び基準を定める条例の一部改正で、

会計年度任 用職員へ勤勉 手 当 を支給しないと定めている規定につきまして、

勤勉手当を 支給できるよ う に 改めるものでございます。  

第４条は、南河内環境事 業 組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の

一部改正で 、給与の種類 を 定 義している第２条において勤勉手当を追加し、

第１７条の ２及び第２４ 条 の ２を追加することで、フルタイム会計年度任用

職員及び月 給のパートタ イ ム 会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給でき

るように改 めるものでご ざ い ます。  

１０頁をお願いいたしま す 。附則といたしまして、この条例は令和６年４

月１日から 施行するもの で ご ざいます。  

以上で、ご説明とさせて い ただきます。  

原案どおりご承認賜りま す よう、よろしくお願い申し上げます。  

 

議長（駄場中大介）  

説明が終わりました。質 疑 をお受けいたします。  

 

（質疑なし。）  

 

これにて質疑を終結いた し ます。  

それでは、承認第３号に つ いての討論に入ります。  

 

（討論なし。）  

 



- 10 - 
 

それではこれにて討論を 終 結し、採決をいたします。  

本案を原案どおり承認す る ことにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり 。 ）  

 

ご異議なしと認めます。  

よって、承認第３号、地 方 自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備 に関する条例 の 制 定についての専決処分につき承認を求めること

については 、原案のとお り 承 認されました。  

次に、日程第７、議案第 ４ 号、令和６年度南河内環境事業組合一般会計補

正予算（第 １号）を議題 と い たします。  

提案理由の説明を求めま す 。  

西尾局長。  

 

局長（西尾順治）  

ただいま上程されました 議 案第４号、令和６年度南河内環境事業組合一般

会計補正予 算（第１号） に つ きまして、提案の理由並びに内容のご説明を申

し上げます 。  

議案書１１頁をお願いい た します。  

提案の理由でございます が 、本年４月１日付人事異動等に伴います職員人

件費の補正 及び第１清掃 工 場 関連の維持補修費、物件費等の補正をお願いす

るものでご ざいます。第 １ 条 では、歳入歳出それぞれ９，６８８万３千円を

追加し、歳 入歳出予算の 総 額 を歳入歳出それぞれ５４億４３３万４千円とす

るものでご ざいます。  

それでは、内容につきま し て、ご説明申し上げます。まず、歳出をご説明

させていた だきます。議 案 書 の１８頁、１９頁をお願いいたします。  

事項別明細書の歳出でご ざ いますが、款２．総務費、項１．総務管理費、

目１．一般 管理費は、事 務 局 ・総務企画課職員の人事異動に伴う人件費補正
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で、３４１ 万７千円を増 額 し 、補正後の額７，４０４万円としております。

補正の内訳 は、右頁、節 ２ ． 給料から節４．共済費でそれぞれご覧の金額で

ございます 。  

次の２０頁、２１頁をお 願 いいたします。款３．衛生費、項１．ごみ処理

費、目１． 第１清掃工場 業 務 管理費は、人件費、維持補修費、物件費等の補

正で、補正 額８，３６１ 万 ７ 千円を増額し、補正後の額８億５，４４０万１

千円として おります。内 訳 は 、右頁、節２．給料から節１４．工事請負費で

それぞれご 覧の金額とな っ て おります。  

次に、２２頁、２３頁を お 願いいたします。上の表、目２．第２清掃工場

業務管理費 は、第２清掃 工 場 の人事異動に伴う人件費補正で、３００万円を

増額し、補 正後の額６億 ８ ， ０２９万２千円としております。内訳は右頁、

説明欄のと おりでござい ま す 。  

その下、目４．残滓処理 事 業費は、大阪湾広域臨海環境整備センターの建

設事業に要 した費用、６ ５ ０ 万円を補正し、補正後の額１，６４９万２千円

としており ます。  

次に、下の表でございま す が、款３．衛生費、項２．し尿処理費、目１．

資源再生セ ンター業務管 理 費 は、資源再生センターの人事異動に伴う人件費

補正で、３ ４万９千円を 増 額 し、補正後の額２億４５万４千円としておりま

す。  

続きまして、歳入のご説 明 を申し上げます。  

議案書、戻っていただき ま して１６頁、１７頁をお願いいたします。  

今回の補正に要します財 源 といたしましては、上の表の款５．繰入金、項

１．基金繰 入金、目１． 施 設 整備積立基金繰入金から補正額６５０万円及び

その下、款 ６、項１、目 １ ． 繰越金から９，０３８万３千円の計上によるも

のでござい ます。  

以上が、補正予算の内容 で ございますが、２４頁から３３頁は給与費明細

書となって おります。恐 れ 入 りますが、ご覧をいただきまして説明は省略を

させていた だきます。  
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以上で、一般会計補正予 算 第１号の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議いた だきまして、 原 案 どおり御議決賜りますよう、お願い申し上げま

す。  

 

議長（駄場中大介）  

説明が終わりました。こ れ より質疑をお受けいたします。よろしいですか。  

 

（質疑なし。）  

 

これをもって質疑を終結 し 、討論に入ります。  

 

（討論なし。）  

 

これにて討論を終結し採 決 をいたします。  

本案は、原案のとおり可 決 することにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり 。 ）  

 

ご異議なしと認めます。  

それでは、議案第４号、 令 和６年度南河内環境事業組合一般会計補正予算

（第１号） は、原案どお り 可 決されました。  

続きまして、日程第８、 監 査報告第２号、例月出納検査の結果報告につい

てを議題と いたします。  

監査委員の報告を求めま す 。  

北井監査委員。  

 

監査委員（北井末廣）  

ただいま上程されました 監 査報告第２号、例月出納検査の結果報告につい
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て、ご報告 申し上げます 。  

令和５年度１月分から５ 月 分及び令和６年度４月分から６月分の出納状況

につきまし て、各月分ご と に 、それぞれ出納検査を実施いたしましたところ、

出納報告及 び証書類、帳 票 並 びに現金在高がそれぞれ符合し、正確でありま

したので、 地方自治法第 ２ ３ ５条の２第３項の規定に基づきまして、ここに

ご報告申し 上げます。  

以上でございます。  

 

議長（駄場中大介）  

ありがとうございます。 報 告が終わりました。質疑をお受けいたします。

ございませ んか。  

 

（質疑なし。）  

 

質疑がないようでござい ま すので、本件については終結いたします。  

次に、日程第９、認定第 １ 号、令和５年度南河内環境事業組合一般会計歳

入歳出決算 についてを議 題 と いたします。  

提案理由の説明を求めま す 。着座にて説明していただいて結構です。  

辻会計管理者。  

 

会計管理者（辻彰）  

ただいま上程されました 、 認定第１号、令和５年度南河内環境事業組合一

般会計歳入 歳出決算につ き ま してご説明を申し上げます。  

議案書につきましては、 ５ ５頁以降でございます。  

なお、その内容の説明に 入 ります前に、令和５年度のごみ・し尿の搬入状

況及び処理 経費の状況に つ い て、簡単にご説明させていただきます。  

まず、令和５年度のごみ の 搬入状況でございますが、第１清掃工場基幹的

設備改良事 業により柏羽 藤 環 境事業組合へ搬入した量７９２トンを含めまし
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て、年間７ 万６，７３６ ト ン の搬入で、３．６７パーセントの減となってお

ります。ま た、し尿の搬 入 状 況につきましては、２万５４１キロリットルの

搬入で、７ ．５５パーセ ン ト の減となっております。  

次に、処理経費の状況で ご ざいますが、ごみ処理では、経常経費及び投資

的経費を含 めまして２０ 億 ６ ，４０５万１千円で、処理対象人口一人当たり

の負担額は ６，９８７円 で ご ざいます。  

また、し尿処理では、２ 億 ８，８３８万９千円で、処理対象人口一人当た

り１万６， ３９２円の負 担 額 となっております。  

それでは、決算の内容に つ きまして、ご説明させていただきます。議案書

５８頁、５ ９頁をお願い い た します。  

決算書の歳入でございま す が、款１．分担金及び負担金から款８．組合債

までの歳入 科目となって お り 、それぞれの金額はご覧のとおりでございます。

最下段、歳 入合計でござ い ま すが、予算現額５７億７，７１６万円に対しま

して、調定 額・収入済額 と も ２６億２，８９４万５，４６８円、不納欠損額

及び収入未 済額ともござ い ま せんので、予算現額と収入済額との比較はマイ

ナス３１億 ４，８２１万 ４ ， ５３２円でございます。  

次に、６０頁、６１頁を お 願いいたします。  

歳出でございますが、款 １ ．議会費から款５．予備費までの歳出科目とな

っており、 金額はご覧の と お りでございます。  

最下段、歳出合計の欄で ご ざいますが、予算現額５７億７，７１６万円に

対しまして 、支出済額２ ３ 億 ５，２４３万９，４８８円、翌年度繰越額３０

億９，７３ １万４千円、 不 用 額３億２，７４０万６，５１２円、予算現額と

支出済額と の比較は３４ 億 ２ ，４７２万５１２円となっております。  

なお、６０頁、欄外下、 歳 入歳出差引残額は２億７，６５０万５，９８０

円でござい ます。  

次に、詳細をご説明申し 上 げます。  

６２頁、６３頁をお願い い たします。この頁から決算事項別明細書の歳入

となります 。  
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説明につきましては、前 年 度数値の記載はございませんが、前年度と比較

をしながら ご説明をさせ て い ただきます。まず、表の上から、款１．分担金

及び負担金 、これは、関 係 市 町村からご負担いただいている収入でございま

すが、右頁 の表の左から ３ 列 目、収入済額のところですが、２２億９２６万

７，３６９ 円で、前年度 に 比 べ記載はございませんが３億３，９３３万６，

６２１円の 増、１８．２ パ ー セント増でございます。  

次に、頁下のほうでござ い ますが、款２．使用料及び手数料、右頁の収入

済額８，７ ５８万８，２ １ ０ 円で、前年度に比べ２５７万７，１３０円の減、

２．９パー セントの減で ご ざ います。行政財産使用料及び一般持込ごみ処理

手数料の収 入減でござい ま す 。  

次の６４頁、６５頁をお 願 いいたします。表のやや上、款３．国庫支出金

の収入済額 ３４６万５千 円 で 、前年度に比べ１９８万円の増、１３３．３パ

ーセントの 増でございま す 。 国からの建設事業費補助金として、本年度２年

目の第１清 掃工場基幹的 設 備 改良事業の進捗によるものでございます。  

次に、款４．財産収入で ご ざいますが、収入済額２７２万９，６７５円で、

前年度に比 べ５７万４， ０ ０ ３円の減、１７．４パーセントの減でございま

す。廃材等 売払収入の減 が 主 な要因でございます。  

次に、表の下のほう、款 ５ ．繰入金でございますが、収入済額８，３５５

万７，７９ ３円で、前年 度 に 比べ１，１８４万１，８４１円の増、１６．５

パーセント の増でござい ま す 。施設整備積立基金、また退職手当積立基金の

取崩金の増 でございます 。  

次に６６頁、６７頁をお 願 いいたします。  

款６．繰越金でございま す が、収入済額９，７８１万３，９４５円で、前

年度に比べ ４，３９６万 ７ ， ９３２円の減、３１．０パーセントの減でござ

います。前 年度決算剰余 金 の 減でございます。  

次に、款７．諸収入でご ざ いますが、収入済額３２万３，４７６円で、前

年度に比べ ６３万５，４ ６ ７ 円の減、６６．３パーセントの減でございます。

これは、令 和４年度第１ 清 掃 工場粗大ごみ処理施設の爆発事故共済金、いわ
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ゆる保険金 の収入がござ い ま したが、令和５年度はございませんでしたので、

共済金が減 となったもの で ご ざいます。  

次に、款８．組合債でご ざ いますが、収入済額１億４，４２０万円で、前

年度に比べ １億３５０万 円 の 増、２５４．３パーセントの増でございます。

これは、第 １清掃工場基 幹 的 設備改良事業債の増によるものでございます。  

以上、最下段でございま す が、歳入合計の収入済額は２６億２，８９４万

５，４６８ 円で、前年度 に 比 べ４億８９０万３，９３０円の増、１８．４パ

ーセントの 増でございま す 。  

続きまして、歳出をご説 明 させていただきます。  

６８頁、６９頁をお願い い たします。  

まず、款１．議会費でご ざ いますが、議員報酬や議員研修旅費等で、右頁

の左から３ 列目、支出済 額 ２ ９５万１，１９２円、記載はございませんが、

前年度に比 べ４５万９， ３ ８ ６円の増、１８．４パーセントの増となってお

ります。研 修旅費等の増 で ご ざいます。  

次に、款２．総務費は、 ６ ，７８３万１，１６７円で、前年度に比べ３２

０万３，０ ８４円の減、 ４ ． ５パーセントの減となっております。人件費の

減等による ものでござい ま す 。総務費の内訳といたしましては、  目１．一

般管理費、 議案書７０頁 、 ７ １頁をお願いいたします。２段目の目２．財産

管理費、次 の目３．公平 委 員 会費、目４．監査委員費、目５．環境啓発費と

なっており ます。  

次に、その頁の表の下の ほ うでございますが、款３．衛生費、項１．ごみ

処理費は１ ８億３，２３ ４ 万 ９，１２３円で、前年度に比べ１億３，０２２

万３，３８ ２円の増、７ ． ７ パーセント増となっております。増の要因は、

令和４年度 から３ヶ年事 業 の 第１清掃工場基幹的設備改良事業の２年目とし

て本事業が 本格的になっ た こ とによるものでございます。なお、ごみ処理費

といたしま しては、目１ ． 第 １清掃工場業務管理費がありまして、７２頁、

７３頁飛び まして、７４ 頁 、 ７５頁をお願いいたします。目２．第２清掃工

場業務管理 費がありまし て 、 次の７６頁、７７頁をお願いします。目３．財
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産管理費、 目４．残滓処 理 事 業費、目５．シール印刷等業務管理費、目６．

クレーン電 気設備更新事 業 費 、最後に目７．第１清掃工場基幹的設備改良事

業費が、ご み処理費の内 容 と なっております。なお、第１清掃工場基幹的設

備改良工事 の令和５年度 ま で の工事の進捗率は全体の３．４パーセントでご

ざいました 。  

次に、その表の下のとこ ろ でございますが、項２．し尿処理費は、２億７，

４６２万４ ０８円、前年 度 と 比べ１，０３１万８，２４０円の増、３．９パ

ーセントの 増で、人件費 や 積 立金が減となっているものの、工事請負費等の

施設運営費 の増が大きか っ た ことによるものでございます。なお、し尿処理

費は、目１ ．資源再生セ ン タ ー業務管理費がありまして、次の７８頁、７９

頁をお願い いたします。 下 の ほうが、目２．財産管理費となっております。  

次に、８０頁、８１頁を お 願いいたします。  

款４．公債費は１億７， ４ ６８万７，５９８円、前年度と比べ９，２４１

万３，９７ １円の増、１ １ ２ ．３パーセントの増となっております。これは、

令和２年度 の第２清掃工 場 基 幹的設備改良事業に伴う地方債の元金償還が始

まることな どから大幅な 増 と なっております。  

次に、款５．予備費につ き ましては、第１清掃工場業務管理費へ充用し、

突発的な緊 急工事費の財 源 と しております。  

表の最下段のところでご ざ いますが、歳出合計の支出済額は２３億５，２

４３万９， ４８８円で、 前 年 度より２億３，０２１万１，８９５円の増、１

０．９パー セントの増で ご ざ いました。  

続きまして、８３頁をお 願 いいたします。実質収支に関する調書でござい

ます。  

１．歳入総額２６億２， ８ ９４万５千円、２．歳出総額２３億５，２４４

万円で、３ の歳入歳出差 引 額 は２億７，６５０万５千円、４．翌年度へ繰り

越すべき財 源はございま せ ん ので、５の実質収支額は歳入歳出差引額と同額

の２億７， ６５０万５千 円 で ございます。６．の実質収支額のうち地方自治

法第２３３ 条の２の規定 に よ る基金繰入額はございません。  
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８４頁、８５頁をお願い い たします。財産に関する調書でございますが、

公有財産の 土地及び建物 の 決 算年度中の増減はなく、決算年度末現在高はご

覧のとおり でございます 。  

８６頁、８７頁をお願い い たします。  

２の物品でございますが 、 取得価格、又は評価額がおおむね１０万円以上

の物品につ きましては、 ご 覧 のとおり決算年度中の増減は、普通貨物車１台

減、アンモ ニア蒸留装置 １ 台 増となっており、その他の増減はなく、決算年

度末現在高 はご覧のとお り で ございます。  

８８頁をお願いいたしま す 。  

３．基金の状況といたし ま して、表の右端、決算年度末現在高でございま

すが、施設 整備積立基金 の ご み処理施設では２０億９，７１６万７９５円、

次の施設整 備積立基金の し 尿 処理施設では８億９，１４５万６，９１５円、

また、その 下、退職手当 積 立 基金は８，８３７万７，８２５円となっており

ます。基金 の合計金額は 、 ご 覧のとおりでございます。  

次の８９頁は主要な施策 の 成果でございまして、ごみ・し尿の処理状況か

ら、施設運 営の状況など を 記 載させていただいております。次の９０頁、９

１頁には、 第１表令和５ 年 度 決算状況、その下、第２表人口 1 人当り性質別

歳出負担額 、次の９２頁 、 ９ ３頁には、第３表事業の概要を記載させていた

だいており ます。ご覧を い た だきまして、説明は省略をさせていただきます。  

以上、令和５年度南河内 環 境事業組合一般会計歳入歳出決算の説明とさせ

ていただき ます。  

何とぞ、よろしくご審議 賜 りまして、決算のご認定をお願い申し上げます。  

 

議長（駄場中大介）  

続きまして、監査委員の 意 見を求めます。  

北井監査委員。  

 

監査委員（北井末廣）  
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それでは、議案書５３頁 、 ５４頁をお願いいたします。  

監査委員を代表いたしま し て、令和５年度南河内環境事業組合一般会計決

算及び基金 運用状況審査 の 意 見を申し上げます。  

本年６月１３日から６月 ２ ０日までに決算審査を実施いたしましたところ、

審査に付さ れた令和５年 度 の 一般会計歳入歳出決算書、決算事項別明細書、

実質収支に 関する調書、 財 産 に関する調書、及び基金運用状況を示す書類等

は、いずれ も地方自治法 及 び 関係法令に基づいて作成され、決算の計数も関

係諸帳簿、 証拠書類と符 合 し ており、事務的取り扱いについても正確に処理

し、証拠書 類等も整備さ れ て おります。よって、令和５年度の決算書類は適

正に処理さ れていること を こ こにご報告を申し上げます。  

以上でございます。  

 

議長（駄場中大介）  

ありがとうございます。 説 明が終わりました。これより歳入・歳出一括し

て質疑をお 受けいたしま す 。  

酒本議員。  

 

８番議員（酒本千紘）  

歳出７０、７１頁の総務 費 、環境啓発費の委託料、ホームページメンテナ

ンス業務に ついてお伺い い た します。  

組合のホームページに有 機 肥料トミヤマゆうきの紹介ページがあります。

主に肥料成 分の紹介だっ た と 記憶していますが、この有機肥料の利用促進に

ついては、 ほかにどのよ う な 方法でされていますでしょうか。  

 

議長（駄場中大介）  

西尾局長。  

 

事務局長（西尾順治）  
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お答えさせていただきま す 。ゆうきの周知でございますが、環境啓発費、

節１３．使 用料及び賃借 料 で 見学者用バスということで、環境ふれあい見学

会というも のを実施させ て い ただいておりまして、そのなかで、し尿処理施

設とごみ処 理施設のほう を 回 っていただいております。そういったところで、

肥料のほう のご説明もさ せ て いただいております。またですね、１年中需給

バランスと いうのはとれ て い るのですが、需給バランスが悪くなる夏場前で

すね、ＳＮ Ｓで周知のほ う も させていただいております。よろしくお願いい

たします。  

 

議長（駄場中大介）  

酒本議員。  

 

８番議員（酒本千紘）  

それでは要望だけさせて い ただきます。夏は肥料が余り気味で、それ以外

は肥料の需 給バランスが 取 れ ているということなら良いのですが、ホームペ

ージを見て も、どのよう に 肥 料が作られているのかわかりませんでした。例

えば、先ほ ど全協でごみ の 環 境啓発のご報告がありましたが、あのパネルの

ような感じ で肥料もわか り や すく紹介していただけるよう要望いたします。

また、組合 のホームペー ジ に は、有機肥料トミヤマゆうきを無料提供してい

ると記載さ れており、夏 場 の 前にはＳＮＳでも紹介されているということで

すが、知ら なかったとい う 声 も聞いておりますので、無料提供の周知部分に

ついても工 夫していただ く よ う、併せて要望させていただきます。以上でご

ざいます。  

 

議長（駄場中大介）  

ほかございませんか。よ ろ しいですか。  

 

（質疑なし。）  
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それではこれにて質疑を 終 結します。  

それでは、これより討論 に 入ります。  

 

（討論なし。）  

 

これにて討論を終結し採 決 いたします。  

認定第１号について、認 定 することにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり 。 ）  

 

ご異議なしと認めます。  

よって、認定第１号、令 和 ５年度南河内環境事業組合一般会計歳入歳出決

算について は、認定する こ と に決しました。  

これをもちまして、本日 の 日程はすべて終了いたしました。  

それでは、閉会を前に管 理 者よりご挨拶をいただきます。  

 村管理者。  

 

管理者（  村善 美 ）  

それでは、閉会にあたり ま して一言ご挨拶を申し上げます。  

本日、令和５年度決算を は じめ、ご提案申し上げました案件につきまして、

いずれも原 案のとおりご 賛 同 いただき、厚く御礼を申し上げます。  

さて、本組合のごみ処理 、 し尿処理につきましては、住民の方々にとりま

して、１日 も欠かすこと の で きない生活基盤でありますので、組合といたし

ましても、 安定した施設 運 営 に努め、今後も、ごみ処理、し尿処理を滞りな

く行えるよ う、万全を期 し て まいりますので、引き続き、議員のみなさま方

のご理解、 ご協力をよろ し く お願い申し上げまして、閉会のご挨拶とさせて

いただきま す。  
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本日はありがとうござい ま した。  

 

議長（駄場中大介）  

ありがとうございました 。  

閉会にあたりまして、私 か らも一言ご挨拶を申し上げます。本日はみなさ

まの円滑な 議事進行への ご 協 力、本当にありがとうございました。厚くお礼

申し上げま す。  

議員のみなさまにおかれ ま しては、これからもまだまだ暑い日が続きます

ので、お体 にお気をつけ い た だきまして、益々のご活躍していただきますよ

うお願い申 し上げまして 、 閉 会のご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございまし た。  

そ れ で は 、 こ れ を も ち ま し て 、 令 和 ６ 年 第 ２ 回 南 河 内 環 境 事 業 組 合 議 会  

定例会を閉 会いたします 。 ど うもありがとうございました。  

 

（閉会  午後３時５７分）  
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